
令和３年第１１回定例教育委員会会議 

 

開催日時  令和３年１１月１６日（火） 

午後１時３０分 

場   所 中央図書館 ２階 視聴覚ホール 

 

 

議     題 

 

 

日程第一  議事事項 

       議案第３８号 令和３年度富士見市一般会計補正予算案について 

 

日程第二  報告事項 

       （１）市立西中学校大規模改造建築工事（第２期工事）（ゼロ債務）変更請

負契約の締結に係る専決処分について 

       （２）市立勝瀬小学校大規模改造建築工事（第３期工事）（ゼロ債務）変更

請負契約の締結に係る専決処分について 

 

その他    〇教育行政方針及び重点施策に基づく進捗状況の報告  

       （１）いじめのない学校づくり子ども会議について 

       〇イベント案内等 

      （１）入間東部地域史研究発表会について 

 

 



 

議 案 第 ３ ８ 号 

 

 

 

令 和 ３ 年 度 富 士 見 市 一 般 会 計 補 正 予 算 案 に つ い て 

令和３年度富士見市一般会計補正予算案を了承する。 

 

 

 

  令和３年１１月１６日提出 

 

 

 

富士見市教育委員会     

教育長 山 口 武 士     

 

 

 

提 案 理 由 

 地方教育行政の組織及び運営に関する法律第２９条の規定に基づき、教育委員会の

意見としたいので、この案を提出します。 

 

 

 

 

 

 

 

 



令和３年度富士見市一般会計補正予算（第８号）概要 

 

○歳入歳出予算の補正 

 

生涯学習課 

１ 文化財保護行政事務事業        １，４８９千円 

市内の埋蔵文化財包蔵地における中・大規模な発掘調査の増加に伴い、調査に

使用する重機使用料を増額するもの。 

【歳出】 1,489千円 

      ・機械器具等リース料         1,489千円 

【歳入】 1,489千円 

     ・埋蔵文化財発掘調査費補助（国）    744千円 

     ・埋蔵文化財発掘調査費補助（県）    372千円 

     ・一般財源               373千円 

 

学校教育課 

１ 情報教育推進事業                      ７４６千円 

授業目的公衆送信補償金制度に基づき、学校のオンライン学習時に使用する著

作物に係る著作権使用料を支払うもの。 

【歳出】 746千円 

      ・著作権使用料             746千円 

【歳入】 全額一般財源 

 

２ 東京２０２０プロジェクト推進事業     △１，７９５千円 

東京 2020 オリンピックにおけるバスケットボール及びサッカーの学校連携観

戦チケットについて、観戦中止に伴い減額するもの。 

【歳出】 △1,795千円 

     ・チケット代            △1,795千円 

【歳入】 △1,795千円（一般財源） 

 



○債務負担行為 

 

教育政策課 

１ 学校施設整備事業 

  発注時期の平準化等を図るため、令和４年度に予定している工事について、債

務負担行為を設定するもの。 

事項 期間 限度額 

関沢小学校プール改修工事 令和 3年度から

令和 4年度まで 

18,238 

市立小学校屋内運動場空調設備設置工事

  

令和 3年度から

令和 4年度まで 

203,644 

西中学校大規模改造工事（第３期） 令和 3年度から

令和 4年度まで 

316,037 

市立中学校屋内運動場空調設備設置工事 令和 3年度から

令和 4年度まで 

131,821 

 

※債務負担行為とは 

予算は１年度で完結することが原則です。 例外として、２年以上の将来にわた

る支払義務に対応するため、あらかじめ後年度の債務を約束することを「債務負

担行為」といいます。翌年度に行う建設工事等について債務負担行為を設定し、

今年度中に入札、契約を締結することにより、新年度早々に工事への着手を可能

とします。 



 

専 決 処 分 書 

 

 次のとおり工事変更請負契約を締結することについて、地方自治法（昭和２２年法

律第６７号）第１８０条第１項の規定により、専決処分する。 

１ 工 事 名  市立西中学校大規模改造建築工事（第２期工事）（ゼロ債務） 

２ 施 工 場 所  富士見市西みずほ台三丁目地内 

３ 履 行 期 限  令和３年１２月２８日 

４ 請 負 金 額  ２８６，１９３，６００円 

５ 変更請負金額  ２９０，３８２，４００円 

６ 請 負 業 者  富士見市ふじみ野西一丁目２１番１－３０５号 

協同建設株式会社富士見営業所 

          所長 木 村  毅 

 

 

 

令和３年  月  日 

 

 

 

富士見市長 星 野 光 弘     

 

報告事項（１）資料 



 

専 決 処 分 書 

 

 次のとおり工事変更請負契約を締結することについて、地方自治法（昭和２２年法

律第６７号）第１８０条第１項の規定により、専決処分する。 

１ 工 事 名  市立勝瀬小学校大規模改造建築工事（第３期工事）（ゼロ債務） 

２ 施 工 場 所  富士見市大字勝瀬地内 

３ 履 行 期 限  令和３年１２月２８日 

４ 請 負 金 額  ２２９，６２２，８００円 

５ 変更請負金額  ２３０，３５９，８００円 

６ 請 負 業 者  富士見市大字東大久保３０９番地 

島田建設株式会社 

          代表取締役 島 田 敏 郎 

 

 

 

令和３年  月  日 

 

 

 

富士見市長 星 野 光 弘     

 

報告事項（２）資料 



いじめのない学校づくり子ども会議

令和3年11月13日(土)



本郷中・水谷中・水谷小・みずほ台小・水谷東小（本郷中）

勝瀬中・勝瀬小・ふじみ野小（勝瀬中）



富士見台中・鶴瀬小・つるせ台小（富士見台中）

西中・関沢小・針ケ谷小（西中）



東中・南畑小・諏訪小（中央図書館）


